
秋田都市計画地区計画の変更（秋田市決定）

都市計画南ヶ丘地区計画を次のように変更する。

名 称 南ヶ丘地区計画

位 置 秋田市南ケ丘一丁目、二丁目および三丁目ならびに上北手

百崎字二タ子沢地内

面 積 約 ４７．７ｈａ

地区計画の目標 当地区は秋田駅より南東約5.4km、東北自動車道秋田南I

C及び秋田中央ICからもそれぞれ約６kmの丘陵に位置し、

第５次秋田市総合都市計画において市街化調整区域内の計

画型中低密度住宅地として位置付けられ、秋田県住宅供給

公社により計画的に整備が進められてきたものである。

また、開発当初から締結された建築協定により、緑に囲

まれた “ ゆとりと健康に満ちたまちづくり ” をコンセプト
に良質な住宅地づくりを進めてきたものである。

本計画は、将来にわたり、良好な居住環境の維持・増進

を図るとともに、地区内の土地利用計画と地区施設配置計

画を明確にし、今後の建築等の行為を適切に誘導すること

により、“ ゆとりと健康に満ちたまち ” を形成していくこ
とを目標とする。

区 土地利用の方針 地区の特性に応じた土地利用を図るため、当地区を次の

域 ３地区に区分し、それぞれの方針を次のとおり定める。

の １ Ａ地区（住宅街区）

整 ゆとりある住宅環境の維持・増進を図るとともに、周

備 辺環境と調和した良好な低層住宅地としての土地利用を

・ 図る。

開 ２ Ｂ地区（住民サービス施設街区）

発 一定規模以下の店舗、飲食店、公益施設等、計画区域

お 内の地区住民の生活に必要なサービス施設の立地を誘導

よ する地区としての土地利用を図る。

び ３ Ｃ地区（福祉・医療・教育街区）

保 一貫した療育及び教育の提供を受けられるとともに、

全 地区住民との交流促進が図られる公共公益施設の立地に

の より、健やかで豊かな心を育む地区として、居住環境に

方 配慮した土地利用を図る。

針

地区施設の整備 当地区では、宅地開発により道路・公園・緑地等を整備

の方針 し、緑に囲まれたゆとりある居住環境の形成に配慮してお

り、その機能環境が損なわれないよう維持・保全を図る。



建築物等の整備 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、各地区の

の方針 特性を踏まえた良好な居住環境の創出・維持を図るため、

建築物の用途の制限を行うほか、建築物の敷地面積の最低

限度、壁面の位置及び建築物の高さの制限を行う。

Ａ地区及びＢ地区においては、地区全体を囲む緑と調和

のとれたゆとりある居住環境の形成を図るため、建築物等

の形態もしくは意匠の制限やかき又はさくの構造の制限を

行う。

Ｃ地区においては、周辺の住宅地と調和した建築物の形

態もしくは意匠の制限により、建築物と外構が一体となっ

た景観の形成を図る。

その他当該地区 当地区は、緑豊かな自然林に囲まれており、今後も一層

の整備・開発及 の維持・保全に努めるとともに、各敷地内においても樹木

び保全に関する 等の植栽を奨励し、地区内の公園・緑地等、一体として良

方針 好な生活環境の確保を図る。

Ａ地区においては、都市計画道路（上北手御所野線）か

ら敷地への車輌の出入りは行わないものとし、幹線道路の

円滑な交通を確保する。



地 地区施設の 道 路 街区幹線道路 幅員１６．０ｍ 延長 ３９７ｍ

区 配置および 街区幹線道路 幅員１３．０ｍ 延長 １９６ｍ

整 規模 街区幹線道路 幅員 ９．０ｍ 延長 ４２２ｍ

備 区画道路 幅員 ６．０ｍ 延長 ２，９３９ｍ

計 （配置は計画図表示のとおり）

画

その他 公 園 ３箇所 面積 約 １．１ｈａ

緑 地 ５箇所 面積 約 １５．３ｈａ

（配置は計画図表示のとおり）

建 地区 名 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区

築 の 称 （住宅街区） （住民サービス施設 （福祉・医療・

物 区分 街区） 教育街区）

等

に 面 約２３．２ｈａ 約２．３ｈａ 約２２．１ｈａ

関 積

す

る 建築物等 次の各号に掲げる 次の各号に掲げる 次の各号に掲げる

事 の用途の 建築物以外は、建築 建築物以外は、建築 建築物以外は、建築

項 制限 してはならない。た してはならない。た してはならない。た

だし、市長がやむを だし、市長がやむを だし、市長がやむを

得ないと認めて許可 得ないと認めて許可 得ないと認めて許可

したものについては したものについては したものについては

この限りでない。 この限りでない。 この限りでない。

１ 建築基準法別表 １ 建築基準法別表 １ 建築基準法別表

第２（い）項第１ 第２（い）項第２ 第２(い)項第３

号、第２号、第８ 号、第８号および 号、第４号、第８

号および第９号に 第９号に掲げる建 号、第９号に掲げ

掲げる建築物 築物 る建築物

２ 前号の建築物に ２ 建築基準法別表 ２ 建築基準法別表

附属するもの（建 第２（ろ）項第２ 第２（は）項第２

築基準法施行令第 号に掲げる建築物 号、第３号および

１３０条の５に定 第４号に掲げる建

めるものを除く。） ３ 前各号の建築物 築物

に附属するもの

３ 公営住宅（共同 （建築基準法施行 ３ 前各号の建築物

住宅を除く）、地域 令第１３０条の５ に附属するもの

集会所等、公共公 に定めるものを除 （建築基準法施行

益上必要な施設 く。） 令第１３０条の５

の５に定めるもの

を除く。）



建築物の 10分の８ 10分の20

容積率の

最高限度

建築物の 10分の５ 10分の６

建ぺい率 ただし、秋田市建築基準法施行細則第19

の最高限 条に該当する敷地については、10分の６と

度 する。

建築物の

敷地面積 ２００㎡

の最低限

度

壁面の位 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの

置の制限 距離（外壁の後退距離という。）は、1.4m以上とする。

ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物

又は建築物の部分が次の一に該当する場合は、この限りでない。

①外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下で

あること。

②物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3ｍ以下で、

かつ床面積の合計が５㎡以内であること。

建築物等 建築物の最高高さは地盤面から10ｍ以下 －

の高さの とし、軒高は７ｍ以下とする。

最高限度 原則として、敷地造成時の地盤面の高さ

は変更しないものとする。ただし、築山等

庭に伴う盛り土はこの限りでない。

建築物の 建築物の各部分の高さは、建築基準法第 建築物の各部分の

各部分の 56条の第一種低層住居専用地域の規定を準 高さは 、建築基準

高さの制 用する。 法第56条の第一種中

限 高層住居専用地域の

規定を準用する。

建築物等 １ 軒先、庇等の先端から、敷地境界線ま １ 軒先、庇等の先

の形態又 での距離は、0.3ｍ以上とし、必要に応 端から、敷地境界

は意匠の じて落雪防止の設備を設けるものとす 線までの距離は、

制限 る。 0.7ｍ以上とし、

２ 建築物の意匠は、周囲の環境に調和し、 必要に応じて落雪

かつ、良好な住宅地にふさわしいものと 防止の設備を設け

する。また、建築物を増築し、又は車庫 るものとする。

・物置等の附属建築物を設置するとき ２ 建築物の意匠

は、既存の建築物と調和のとれた意匠と は、周囲の環境に



する。 調和し、かつ、良

好な住宅地にふさ

わしいものとす

る。また、建築物

を増築し、又は車

庫・物置等の附属

建築物を設置する

ときは、既存の建

築物と調和のとれ

た意匠とする。

屋外広告 屋外広告物は、周辺の景観および環境を損なわないよう表示、

物の制限 設置する。

かき又は 敷地の囲障は、原則として生垣とし、フ

さくの構 ェンスやブロック塀等を設置するときは、 －

造の制限 その高さは敷地の地盤面から１ｍ以下とし、

構造上の安全および景観に配慮する。

擁壁の改 都市計画道路沿い

廃の制限 の大型擁壁の改廃は －

行わない。

備 考

「区域は計画図表示のとおり」

理 由

住居表示の実施に伴う町又は字の区域および名称の変更が生じていることから、

整合を図るため、本地区計画を変更するものである。


